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本
誌
編
集
者
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
私
の

勉
強
を
踏
ま
え
て
「
新
た
な
労
使
関
係
や

〝
新
し
い
日
常
〞
に
お
け
る
働
き
方
の
展

望
」
な
ど
、「
労
働
の
未
来
を
考
え
る
上

で
の
ヒ
ン
ト
」
を
書
く
よ
う
に
と
の
ご
依

頼
で
あ
っ
た
。
私
は
、
年
来
、
政
策
提
案

を
避
け
て
き
た
が
（
石
田
・
篠
原
2
0
1

4
：
2
7
8

－79
）、「
こ
れ
ま
で
の
勉
強

を
踏
ま
え
て
」と
い
う
部
分
に
誘
わ
れ
て
、

ご
依
頼
を
お
受
け
し
た
。
勉
強
の
歩
み
の

ほ
う
に
力
点
が
あ
っ
て
、
肝
心
の
「
労
働

の
未
来
」
は
メ
モ
風
の
示
唆
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
ご
容
赦
願
い
た
い
。

Ⅰ　

日
本
と
い
う
国

　

大
学
院
を
終
え
て
し
ば
ら
く
、
私
の
最

大
の
悩
み
は
「
日
本
の
労
働
」
は
ど
の
よ

う
な
視
点
か
ら
接
近
し
た
ら
「
わ
か
る
よ

う
に
な
れ
る
の
か
」
で
あ
っ
た
。
読
む
べ

き
本
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
読
め
ば
そ
の
悩

み
が
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

日
本
の
雇
用
関
係
と
そ
の
課
題 

　

そ
ん
な
折
、
1
9
7
9
年
、
イ
ギ
リ

ス
鉄
鋼
公
社
（
B
S
C=

B
ritish Steel 

C
ooperation

）
の
調
査
の
機
会
に
恵
ま

れ
た
。

  
B
S
C
：
紙
幅
の
関
係
で
賃
金
表
は
お

示
し
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、（
製

鉄
、
製
鋼
、
圧
延
）
の
各
工
場
の
労
働
者

の
賃
金
は
、「
一
つ
の
ジ
ョ
ブ
（
持
ち
場
）」

に
「
一
つ
の
時
間
賃
率
」
が
設
定
さ
れ
、

工
場
内
の
職
場
（
炉
前
職
場
や
造
塊
職
場

等
）
毎
に
、例
え
ば
炉
前
職
場
で
あ
れ
ば
、

「
ノ
ロ
か
き
方
」
↓
「
銑
鉄
受
払
方
」
↓

「
炉
前
三
番
手
」
↓
「
同
二
番
手
」
↓
「
同

一
番
手
」
↓
「
炉
前
組
長
」
と
い
う
、「
先

任
権
協
定
」
に
基
づ
く
「
昇
進
ラ
イ
ン
」

と
ジ
ョ
ブ
毎
の
時
間
賃
率
が
労
働
組
合

（
I
S
T
C
）支
部
と
製
鋼
工
場
長
と
の
団

体
交
渉
に
よ
っ
て
協
定
化
さ
れ
て
い
る
。

  

各
ジ
ョ
ッ
ブ
へ
の
配
置
は
「
先
任
権

協
定
」
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
、
工
場

経
営
者
は
介
入
で
き
な
い
。「
先
任
権

協
定
」
に
基
づ
く
「
昇
進
ラ
イ
ン
」
通

り
に
「
昇
進
」
す
る
こ
と
を
望
ま
な

い
労
働
者
も
い
る
。
慣
れ
な
い
仕
事
に

な
る
こ
と
を
嫌
っ
た
り
、
日
勤
だ
け
で

済
む
現
在
の
仕
事
を
選
好
す
る
場
合

が
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

昇
進
拒
否
の
承
認
は
支
部
集
会
で
の

議
決
が
必
要
で
あ
る
。（
戸
塚
他
1
9

8
8
）

　

で
は
イ
ギ
リ
ス
全
土
の
鉄
鋼
以
外
の
労

働
者
の
賃
金
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

1
9
8
6

－

87
年
の
在
外
研
究
の
期
間
、

1
0
0
社
近
く
の
企
業
を
訪
ね
た
。
鉄
鋼

産
業
の
よ
う
な
「
先
任
権
協
定
」
に
基
づ

く
「
昇
進
ラ
イ
ン
」
の
事
例
は
例
外
で
あ

る
。
労
働
者
の
通
常
の
賃
金
制
度
は
「
一

つ
の
ジ
ョ
ブ
」
に
「
一
つ
の
賃
率
」（
以

下a rate for the job

と
表
記
）で
あ
る
。

そ
の
最
も
整
っ
た
典
型
が
英
国
ジ
ャ
ガ
ー

の
賃
金
で
あ
る
。（
石
田
1
9
9
0
）

　

英
国
ジ
ャ
ガ
ー
の
賃
金
表
：
次
ペ
ー
ジ

の
図
表
１
は
英
国
ジ
ャ
ガ
ー
の
経
営
者
以

外
の
賃
金
表
で
あ
る
。
労
働
者
は
5
つ
の

等
級
と
等
級
に
「
一
つ
の
賃
率
」（
表
で

は
週
給
）
で
あ
る
。
57
の
「
ベ
ン
チ
マ
ー

ク
・
ジ
ョ
ブ
」
を
5
等
級
に
区
分
し
、
他

の
す
べ
て
の
「
ジ
ョ
ブ
」（
数
は
不
明
）

は
「
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
・
ジ
ョ
ブ
」
の
等
級

区
分
に
準
拠
し
て
5
つ
の
等
級
に
区
分
さ

れ
る
。
人
事
考
課
は
な
い
（
ス
タ
ッ
フ
に

は
あ
る
）。
グ
レ
ー
ド
１
の
ク
ラ
フ
ツ
マ

ン
は
、
機
械
産
業
の
訓
練
ボ
ー
ド
が
発
給

す
る
「
ク
ラ
フ
ト
資
格
」
を
保
持
し
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
般
に
グ
レ
ー
ド

間
の
「
昇
等
級
」
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

同
志
社
大
学
名
誉
教
授  

石
田 
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こ
の
よ
う
な
簡
潔
で
は
あ
る
が
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ヴ
機
能
の
ま
っ
た
く
な
い
賃
金
制

度
は
、
意
外
な
こ
と
に
、
60
年
代
か
ら
70

年
代
ま
で
の
混
乱
に
満
ち
た
「
出
来
高

賃
金
制
度
」(piece w
ork)

の
克
服
の
結

果
、
労
働
争
議
を
乗
り
越
え
て
経
営
が

「
勝
ち
取
っ
た
」
賃
金
制
度
で
あ
る
。
こ

の
「
出
来
高
賃
金
制
度
」
の
詳
細
は
一
書

の
執
筆
を
要
す
る
ほ
ど
長
い
ド
ラ
マ
に
な

る
が
、
か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば
、
職
場
ご

と
の
、
基
準
時
間
÷
実
際
時
間
＝
能
率
と

い
う
算
式
の
下
で
、
基
準
時
間
を
「
緩
め

て
」
能
率
を
「
上
げ
て
」
職
場
労
働
者
の

for the job

と
い
う
賃
金
思
想
の
根
本

は
何
か
。
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
近
郊
の
窯
業

の
工
場
の
人
事
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
説
明
は
こ

う
だ
っ
た
。「
我
が
国
の
労
使
関
係
の
背

景
と
し
て
、
人
は
ま
あ
み
ん
な
が
認
め
る

よ
う
な
水
準
で
も
っ
て
仕
事
を
す
る
の
だ

と
い
う
前
提
で
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で
は
優

秀
さ
な
ど
の
余
地
は
な
い
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
職
務
は
そ
う
し
た
水
準
に

み
あ
っ
た
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
そ

し
て
そ
う
し
た
職
務
に
対
し
て
支
払
う

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
科
学

的
経
営
管
理
と
い
う
も
の
で
す
。」（
石
田

1
9
9
0
：
1
2
2
）
ま
た
、
パ
ー
キ
ン

ス
社
の
エ
ン
ジ
ン
工
場
の
人
事
部
長
は
人

事
考
課
の
な
い
基
本
給
に
つ
い
て
こ
う
言

う
。「
伝
統
的
に
人
々
は
自
分
の
労
働
を

時
間
あ
た
り
い
く
ら
と
い
う
形
で
売
っ
て

き
た
の
で
、
個
々
の
労
働
者
に
査
定
の
入

っ
た
賃
金
を
支
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け

で
す
。」
ど
う
し
て
個
々
人
に
着
目
し
な

い
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、「
製

造
業
と
い
う
環
境
で
は
個
人
の
努
力
は
チ

ー
ム
と
し
て
で
な
け
れ
ば
無
意
味
だ
か
ら

で
す
。
一
人
の
労
働
者
が
ア
ッ
セ
ン
ブ
リ

ー
ラ
イ
ン
で
2
倍
速
く
働
い
て
も
意
味
が

な
い
で
し
ょ
う
。」
そ
の
チ
ー
ム
に
つ
い

て
は
こ
う
言
う
。「
こ
の
国
で
は
昔
か
ら

物
事
の
改
善
に
向
け
て
努
力
を
続
け
さ
せ

る
た
め
に
は
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
金
を

払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
自
律
的
な
協

業
集
団
を
作
り
、
こ
の
集
団
に
対
し
例
え

ば
経
費
節
約
の
3
分
の
1
を
こ
の
集
団
に

戻
す
」
と
い
う
よ
う
な
「
金
銭
的
刺
激
」

（
1
4
7
）
が
必
要
だ
と
い
う
。

  

日
本
と
い
う
国
：
冒
頭
に
研
究
上
の
悩

み
を
述
べ
た
が
、
英
国
を
〝
奇
異
な
も
の

と
し
て
で
は
な
く
労
働
力
の
取
引
の
自
然

な
姿
と
し
て
〞「
よ
く
わ
か
る
」
と
、
日

本
の
雇
用
関
係
は
、〝
取
引
が
売
買
と
し

て
露
呈
す
る
こ
と
を
如
何
に
「
秘
め
事
」

と
し
て
隠
ぺ
い
し
て
い
る
か
〞
と
い
う
視

点
か
ら
の
解
読
に
よ
っ
て
し
か
そ
の
全
貌

は
描
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に

至
っ
た
。

　

無
論
、
日
英
の
違
い
は
教
育
制
度
や
技

能
養
成
制
度
の
相
違
に
基
づ
く
労
働
市
場

の
相
違
等
の
歴
史
的
、
環
境
的
要
因
は
無

視
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
が
重
要
な
分

岐
点
で
あ
る
が
、
環
境
や
歴
史
は
、
い
く

ら
勉
強
し
て
も
終
わ
り
の
な
い
旅
に
な
る

が
、
そ
れ
ら
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
職
場
で

の
〝
仕
事
と
報
酬
の
ル
ー
ル
〞
に
具
体
化

せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見

抜
く
こ
と
で
あ
る
。
具
体
化
し
た
〝
仕
事

と
報
酬
の
ル
ー
ル
〞
と
い
う
集
約
点
を
持

つ
こ
と
に
よ
り
、
一
方
で
は
、
広
漠
と
し

た
〝
環
境
や
歴
史
〞
の
現
実
的
で
具
体
的

な
〝
職
場
で
の
意
味
〞
の
解
読
が
可
能
と

な
り
、
他
方
で
は
働
く
労
使
の
人
々
の
規

範
・
通
念
・
思
想
の
読
解
が
可
能
に
な
る
。

　

そ
う
し
た
視
点
を
持
ち
続
け
た
日
本

出
来
高
賃
金
を
上
げ
る
た
め
に
、

職
場
委
員
（shop stew

ard)

と
職
長
も
し
く
は
時
間
評
定
員

（rate fixer

）と
の
断
続
的
職
場

交
渉
を
呼
ぶ
賃
金
制
度
で
あ
っ
た

（Brow
n. 1973

）。「
出
来
高
賃
金

制
度
」
を
廃
止
し
図
表
１
の
よ

う
なa rate for the job

を
獲

得
す
る
た
め
に
経
営
者
は
ど
れ

ほ
ど
苦
労
し
た
こ
と
か
（
戸
塚
他

1
9
8
7
）。

　

英
国
の
基
本
給
の
総
合
的
理

解
：
上
の
記
述
を
基
本
給
の
全
体

像
と
し
て
示
せ
ば
こ
う
な
る
。
①

60
年
代
か
ら
70
年
代
の
基
本
給

は
、
圧
倒
的
比
重
（
6
割
か
ら
7

割
）
が
「
出
来
高
賃
金
」
で
あ
り
、

時
間
賃
金
の
基
本
で
あ
るa rate 
for the job

の
比
重
は
低
く
、
か
つ
等
級

区
分
が
な
さ
れ
な
い
い
わ
ば
〝
裸
の
ま
ま
〞

の
各
「
ジ
ョ
ブ
」
に
「
一
つ
の
賃
率
」
が

設
定
さ
れ
て
い
た
。
②
80
年
代
の
基
本
給

は
、
図
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
各
「
ジ
ョ

ブ
」
が
等
級
区
分
さ
れ
、等
級
ご
と
の
「
一

つ
の
賃
率
」
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
他
方
、
職
場
交
渉
に
委
ね
ら
れ
て
い

た
「
出
来
高
賃
金
」
は
廃
止
さ
れ
、
企
業

収
益
と
リ
ン
ク
し
た
「
業
績
給
」（
比
重

は
2
割
程
度
か
）
に
転
換
さ
れ
職
場
交
渉

の
余
地
は
な
く
な
っ
た
。

　

英
国
経
営
者
の
賃
金
思
想
： a rate 

図表１　ジャガー自動車会社の賃金表

（1）現場労働者（日勤シフト、週39時間の場合）1987年 週給・ポンド

（2）スタッフ（週39時間の場合）1987年 週給・ポンド

ETはエンジニア、CCAは事務職員、WSGは現場監督者

Grade
1
2
3
4
5

184.25
172.95
170.50
160.45
150.20

クラフツマン
半熟練工
半熟練工
半熟練工
不熟練工

Grade 最低 自動昇給上限 最高
ET/CCA/WSG 1
ET/CCA/WSG 2
ET/CCA/WSG 3
ET/CCA 4
ET/CCA 5
CCA 6
CCA 7

11.563
10.547
9.591
8.249
7.558
7.047
6.685

14.212
12.448
11.104
9.188
8.285
7.702
7.235

18.456
15.753
13.552
11.065
9.791
8.965
8.304
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の
観
察
者
は
、
大
戦
直
後
の
労
使
関
係
の

混
乱
の
中
の
日
本
の
労
働
者
を
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
左
右
の
相
違
に
関
わ
ら
ず
、
次

の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
と
描
く
こ
と
が

で
き
た
。「
彼
ら
は
英
米
の
多
く
の
労
働

者
た
ち
の
よ
う
に
冷
め
た
目
で
職
場
を
単

に
賃
金
を
得
る
場
所
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど

見
な
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
む
し

ろ
職
場
を
永
続
的
な
共
同
体
で
あ
り
人

生
の
意
義
を
見
出
す
場
所
と
見
て
い
た
」 

（Gordon.1998

：40

） と
。

Ⅱ　

別
世
界
の
国
＝
日
本

　
「
職
場
を
単
に
賃
金
を
得
る
場
所
と
し

て
は
ほ
と
ん
ど
見
な
い
人
た
ち
」
は
1
9

5
0
年
代
後
半
か
ら
今
日
ま
で
、
ど
の
よ

う
な
〝
仕
事
と
報
酬
の
ル
ー
ル
〞
の
下
で

働
い
た
の
か
。

　

 

〝
仕
事
と
報
酬
の
ル
ー
ル
〞
の
解
読
は
、

①
1
9
6
0
年
代
後
半
か
ら
80
年
代
後
半

ま
で
の
〝
能
力
主
義
管
理
〞、
②
90
年
代

以
降
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
〝
成
果
主

義
〞
の
解
読
が
焦
点
に
な
る
。
こ
の
解
読

は
、〝
取
引
が
売
買
と
し
て
露
呈
す
る
こ

と
を
如
何
に
「
秘
め
事
」
と
し
て
隠
ぺ
い

す
る
か
〞
の
解
読
に
な
る
。

　

能
力
主
義
管
理
：
こ
の
時
期
の
賃
金
表

の
典
型
例
は
楠
田
丘
が
示
し
た
テ
キ
ス
ト

と
し
て
の
職
能
給
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い

る
。図
表
２
と
３
が
そ
れ
で
あ
る
。（
楠
田・

平
井
1
9
8
6
）

　

こ
の
賃
金
の
詳
細
は
省
く
が
、
要
点
は
、

英
国
と
の
根
本
的
相
違
で
あ
る
。
第
一
に
、

従
業
員
一
人
一
人
の
職
能
給
は
①
人
事
考

課
の
結
果
と
、
②
年
々
の
昇
給
額
の
積

み
上
げ
方
式
で
あ
る
こ
と
（
図
表
３
）
に

起
因
し
、
一
人
一
人
の
勤
続
年
数
に
よ
っ

て
決
ま
る
。
英
国
の
賃
金
決
定
がa rate 
for the job

で
あ
り
、
仕
事
基
準
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
日
本
の
賃
金
決
定
は
一
人

一
人
の
人
事
考
課
結
果
と
勤
続
年
数
に
応

じ
た
人
基
準
で
あ
る
。
第
二
に
、
雇
用
関

係
は
、
英
国
の
労
働
者
間
の
〝
平
等
主
義
〞

と
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
た
労
使
間
の
〝
対

立
的
取
引
関
係
〞
に
対
し
て
、
日
本
の
労

働
者
間
競
争
＝
〝
競
争
主
義
〞
と
、
労
使

の
階
層
的
統
合
に
基
づ
く
〝
労
使
協
力
関

係
〞
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
あ
る
。

　

赤
裸
々
な
職
場
で
の
取
引
関
係
の
排
除

に
苦
労
し
、
排
除
し
た
後
も
人
事
考
課
の

導
入
を
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
恐
れ
た
英
国
経

営
の
困
難
や
苦
渋
か
ら
、
か
く
も
隔
絶
し

た
日
本
の
〝
仕
事
と
報
酬
の
ル
ー
ル
〞
は
、

い
か
な
る
〝
仕
事
と
賃
金
の
取
引
〞
を
秘

め
て
い
た
か
の
問
い
は
実
は
難
問
で
あ

る
。
こ
の
時
代
の
ル
ー
ル
が
〝
能
力
主
義

管
理
〞
と
言
う
名
の
経
営
〝
管
理
〞
の
下

に
あ
っ
た
こ
と
が
難
問
で
あ
る
こ
と
を
象

徴
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
Ⅲ
節
で
考
え
た

い
。

　

成
果
主
義
：
90
年
代
中
葉
以
降
の
成
果

主
義
は
、〝
報
酬
の
ル
ー
ル
〞
に
着
目
し
て
、

能
力
主
義
と
比
較
す
れ
ば
、
図
表
４
の
よ

う
に
、
①
社
員
等
級
は
「
職
能
資
格
等

級
」
か
ら
「
役
割
等
級
」
へ
、
②
基
本
給

は
、「
年
齢
給
＋
職
能
給
」
か
ら
「
役
割
給
」

へ
、
③
人
事
考
課
は
「
能
力
考
課
＋
情
意

考
課
＋
業
績
考
課
」
か
ら
「
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
評
価
＋
成
果
評
価
」
へ
と
変
化
し
た
。

（
石
田
・
樋
口
2
0
0
9
）

　

変
化
の
要
点
は
、
第
一
に
、
基
本
給
の

昇
給
方
式
が
「
ゾ
ー
ン
別
昇
降
給
」
制
度

に
変
化
し
、
年
功
的
昇
給
を
可
能
な
限
り

抑
制
し
た
こ
と
で
あ
る
。
図
表
５
の
よ
う

に
等
級
毎
に
等
級
内
の
過
年
度
の
基
本
給

額
を
ゾ
ー
ン
に
区
別
し
、
高
賃
金
ゾ
ー
ン

に
は
厳
し
い
、
低
賃
金
ゾ
ー
ン
に
は
寛
大

な
昇
給
を
可
能
に
し
て
、
年
功
的
昇
給
を

職能等級 理論モデル年数 下限～ （昇給）～上限

M－ 9
　　8
　　7
S－ 6
　　5
　　4
J － 3
　　2
　　1

―
6
5
5
4
3
3
2
2

217,200 ～ （4,700）
169,000 ～ （4,700）
125,500 ～ （4,700）
85,900 ～（4,100）
64,700 ～（3,500）
50,300 ～（3,000）
37,400 ～（2,500）
29,800～（2,000）
23,000 ～（1,600）

～ 273,600
～ 225,400
～ 172,500
～ 126,900
～  92,700
～  68,300
～  52,400
～  37,800
～  29,400

  S A B C D
M－ 9 5,700 5,200 4,700 4,200 3,700

    8 5,700 5,200 4,700 4,200 3,700

    7 5,700 5,200 4,700 4,200 3,700

S － 6 5,100 4,600 4,100 3,600 3,100

    5 4,300 3,900 3,500 3,100 2,700

    4 3,600 3,300 3,000 2,700 2,400

J － 3 3,100 2,800 2,500 2,200 1,900

    2 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600

    1 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200

図表２　1960年代後半－1990年代中葉の賃金表のイメージ

図表３　1960年代後半－1990年代中葉の昇給表のイメージ

図表４　能力主義と成果主義の比較

1980年代 2000年代

コンセプト 職務遂行能力 役割

社員等級 職能資格等級 役割等級

基本給 年齢給＋職能給 役割給

人事考課 能力考課＋情意考課
＋業績考課

コンピテンシー評価
＋成果評価
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ポストコロナ時代－職場と仕事はどう変わる？特 集

抑
制
す
る
方
式
に
な
っ
た
。
先
の
図
表
３

と
の
相
違
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

第
二
に
、
報
酬
管
理
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

は
職
務
遂
行
能
力
か
ら
役
割
に
変
化
し
、

社
員
等
級
が
役
割
等
級
に
変
化
し
、
能
力

主
義
時
代
の
社
員
等
級
数
が
大
幅
に
削
減

さ
れ
こ
の
面
で
も
年
功
的
賃
金
上
昇
が
抑

制
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
そ
の
役

割
等
級
の〝
役
割
〞は
、
事
業
計
画
の
P
D

C
A
の
P
の
重
要
性
（
レ
ヴ
ェ
ル
、
影
響

度
等
）の
序
列
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

賞
与
の
変
化
も
無
視
し
、
大
企
業
に
偏

っ
た
記
述
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
ど
の
よ
う

な
労
働
力
の
取
引
が
潜
伏
し
て
い
る
の
か

は
、〝
能
力
主
義
管
理
〞
と
同
様
に
難
問

で
あ
る
。

Ⅲ　

労
働
力
取
引
の
様
式

　

こ
こ
で
は
、
雇
用
関
係
と
言
わ
ず
に
取

引
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
前
述
の

宿
題
を
引
き
ず
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

間
違
い
を
恐
れ
ず
に
宿
題
に
対
す
る
解

答
を
要
約
し
た
の
が
図
表
６
で
あ
る
。
Ⅰ

と
Ⅱ
で
は
報
酬
管
理
の
日
英
の
相
違
に
着

目
し
て
き
た
が
、
取
引
と
言
う
以
上
、
仕

事

⇔

賃
金
と
い
う
交
換
で
あ
る
か
ら
、〝
仕

事
〞
の
相
違
を
取
り
上
げ
て
比
較
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
欧
米
の
取
引
は
、
仕
事

（
静
態
的
課
業
）

⇔

賃
金
（
仕
事
基
準
＝a 

rate for the job
）↓
集
団
的
取
引
と
要

約
で
き
、
日
本
の
取
引
は
、
仕
事
（
動
態

的
課
業
）

⇔

賃
金
（
人
基
準
＝
人
事
考
課
）

↓
個
別
的
取
引
と
要
約
で
き
よ
う
か
。

　

静
態
的
課
業
と
動
態
的
課
業
に
つ
い
て

分
か
り
や
す
く
図
示
し
た
の
が
図
表
７
で

あ
る
。
モ
デ
ル
日
本
と
モ
デ
ル
欧
米
に
注

目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
図
中
の
「
仕
事

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
は
P
D
C
A
が
従
業
員

の
ど
の
階
層
ま
で
浸
透
し
て
い
る
か
で
あ

る
。
日
本
は
浸
透
が
深
く
、
欧
米
は
経
営

層
だ
け
で
P
D
C
A
が
回
さ
れ
、
そ
の

浸
透
が
浅
い
。
他
方
「
労
働
ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
ー
」
は
P
D
C
A
の
浸
透
度
の
相
違

に
応
じ
て
各
階
層
の
労
働
が
ど
の
よ
う
に

図表７　仕事管理と組織内分業

課業設定
（仕事管理）

合意基準
（報酬管理）

取引様式
（雇用関係）

欧米 静態的課業設定 仕事（含職業資格）
基準

集団的取引
（静態的課業の維持と一律賃金の交渉。
追加的課業への追加的賃金交渉）

日本 動態的課業設定 人基準 個別的取引（人事考課）が中心。
枠組みは集団的取引。

図表６　仕事管理・報酬管理・雇用関係の欧米と日本の比較

等級 ゾーン 考課S 考課 A 考課 B 考課C 考課D

J1

J2

J3

36ステップ  ○○円
　　　　　　　　　　

エクストラ ゾーン

25ステップ ××円

+2
ステップ

+1
ステップ 0 －1

ステップ
－2
ステップ

24ステップ  □□円 ←ポリシー金額
　　　　　　　　　　

スタンダード ゾーン
13ステップ  △△円

+3
ステップ

+2
ステップ

+1
ステップ 0 －1

ステップ

12ステップ  ◇◇円
　　　　　　　　　　

ライジング ゾーン

1ステップ    ▽▽円

+4
ステップ

+3
ステップ

+2
ステップ

+1
ステップ 0

J4

J5

図表５　ゾーン別昇給表の例

（省　略）

（省　略）
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編
成
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
日

本
は
P
D
C
A
の
上
層
か
ら
下
層
ま
で
の

連
結
的
カ
ス
ケ
ー
ド
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ

て
お
り
、
欧
米
は
、
監
督
層
と
一
般
層
は

ジ
ョ
ブ
の
結
合
、
経
営
層
は
専
門
職
の
結

合
に
よ
り
連
結
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

経
営
層
の
P
D
C
A
は
各
専
門
職
の
長

に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

（
青
木
2
0
1
1
：
58

－

62
）。
欧
米
は
あ

ら
か
じ
め
決
ま
っ
た
課
業
＝
静
態
的
課
業

を
遂
行
す
る
こ
と
に
な
り
賃
金
は
仕
事
基

準
に
な
る
。
他
方
、
日
本
は
一
般
層
で
あ

っ
て
も
P
D
C
A
の
P
を
達
成
す
る
た

め
に
必
要
な
課
業
＝
動
態
的
な
課
業
の
遂

行
が
求
め
ら
れ
、
賃
金
は
人
を
基
準
に
せ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

取
引
様
式
は
、
欧
米
の
ジ
ョ
ブ
お
よ

び
専
門
職
に
あ
っ
て
は
、「
仕
事
の
内
容
、

範
囲
、
レ
ベ
ル
」
が
教
育
訓
練
と
結
び
つ

い
た
資
格
制
度
に
よ
っ
て
企
業
を
超
え
た

社
会
的
規
範
と
し
て
安
定
的
に
承
認
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
①
有
資
格
の
ジ
ョ

ブ
（
例
え
ば
ク
ラ
フ
ツ
マ
ン
）
お
よ
び
専

門
職
の
従
事
者
は
、
企
業
横
断
的
な
職

種
別
労
働
市
場
を
背
景
と
し
て
、
②
ク
ラ

フ
ツ
マ
ン
と
資
格
の
な
い
生
産
労
働
者
か

ら
な
る
現
場
で
働
く
一
般
層
は
、
人
事
考

課
の
な
い
集
団
性
＝
団
結
力
を
根
拠
に
し

て
、〝
集
団
的
取
引
〞
関
係
に
な
る
。
こ

の
〝
集
団
的
取
引
〞
が
一
般
層
に
お
い
て

対
立
的
に
な
る
の
は
労
働
側
の
〝
静
態
的

課
業
の
維
持
〞
と
経
営
側
の
〝
追
加
的

課
業
の
押
し
込
み
〞
の
争
い
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
人
事
考
課
の
あ
る
専
門
職
の
場

合
は
転
職
を
武
器
と
し
て
「
目
標
面
接

の
場
」
が
「
賃
金
戦
争
」（
石
田
・
樋
口

2
0
0
9 

 p.
1
2
0
）に
傾
き
や
す
い
。

　

他
方
日
本
は
、
ジ
ョ
ブ
や
専
門
職
の
防

波
堤
が
な
い
た
め
「
仕
事
の
内
容
、
範
囲
、

レ
ベ
ル
」
は
P
D
C
A
の
要
請
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
要
請
に
対
す
る

合
意
の
条
件
の
確
保
（
雇
用
の
維
持
と
昇

給
、
昇
格
、
昇
進
に
よ
る
処
遇
の
改
善
）

が
日
本
の
取
引
で
あ
る
が
、
人
事
賃
金
制

度
や
人
事
考
課
制
度
の
「
枠
組
み
」
は
労

働
組
合
の
あ
る
企
業
で
は
労
使
協
議
の
対

象
に
な
る
け
れ
ど
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、
個
々
人
の
賃
金
は
「
仕
事
ぶ
り
」
に

応
じ
て
考
課
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
取

引
の
場
は
「
目
標
面
接
」
と
い
う
上
司

と
部
下
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に

な
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
よ
り
高

い
目
標
へ
の
説
得
と
了
解
を
旨
と
し
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
「
取
引
」
を
私
は
「
取

引
な
き
取
引
」
と
呼
ん
で
き
た
。

Ⅳ　
「
働
き
方
改
革
」
へ
の
示
唆

　

私
が
述
べ
て
き
た
こ
と
は
「
日
本
の
雇

用
関
係
の
分
か
り
方
」
を
述
べ
た
に
過
ぎ

な
い
。「
そ
れ
で
？
」
と
い
う
声
が
聞
こ

え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
私
の
本
心
は
「
あ

な
た
の
分
か
り
方
は
私
と
ど
う
違
う
の
か

を
も
っ
と
論
じ
あ
い
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
が
本
音
で
あ
る
が
、
私
な
り
の
〝
政
策

論
〞
を
メ
モ
風
に
書
き
留
め
た
い
。

　
「
働
き
方
改
革
」
の
内
容
と
新
し
さ
：

①
「
改
革
」
の
内
容
に
は
表
裏
が
あ
る
。

表
面
の
内
容
は
法
の
介
入
に
よ
る
「
長
時

間
労
働
の
是
正
」
と
「〝
正
規
と
非
正
規

の
社
員
〞
の
賃
金
格
差
の
是
正
」
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
裏
面
に
は
従
来
の
労
使
自
治

へ
の
社
会
的
不
信
が
貼
り
つ
い
て
い
る
。

こ
の
不
信
と
は
企
業
別
労
使
関
係
の
下
で

（
＝
労
使
自
治
の
下
で
）
戦
後
構
築
さ
れ

て
き
た
〝
雇
用
に
関
す
る
ル
ー
ル
〞
が
「
働

き
過
ぎ
」
や
「
不
平
等
」
の
社
会
的
な
弊

害
を
生
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

不
信
で
あ
る
。

　

②
「
改
革
」
の
新
し
さ
は
、
第
一
に
、

こ
の
不
信
が
、
日
本
の
戦
後
の
達
成
で
あ

る
「
取
引
な
き
取
引
」
の
改
革
を
直
接
の

問
題
に
す
る〝
新
し
さ
〞で
あ
る
。
第
二
に
、

「
改
革
」
の
社
会
的
原
動
力
が
、〝
脱
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
〞
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
女
性

や
高
齢
者
が
無
理
な
く
働
け
る
〝
雇
用
ル

ー
ル
〞
の
要
求
に
は
戦
後
日
本
の
「
改
革
」

に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
〝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〞

の
香
り
は
な
く
、
生
活
や
身
体
の
ニ
ー
ズ

に
発
し
て
い
る
だ
け
に
反
駁
し
う
る
性
格

の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
〝
新
し
さ
〞
が

あ
る
。

　「
働
き
方
改
革
」
の
困
難
：
避
け
が
た

き
「
改
革
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
取
引

な
き
取
引
」
の
「
改
革
」
は
P
D
C
A
に

規
律
さ
れ
た
仕
事
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
の

「
頑
張
り
が
報
わ
れ
る
報
酬
の
ル
ー
ル
」、

「
高
い
努
力
水
準
と
生
真
面
目
な
労
働
倫

理
」
を
毀
損
す
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
も

そ
も
、「
企
業
の
事
業
計
画
の
達
成
に
困

難
を
き
た
す
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
困

難
が
伴
う
。

　

課
題
解
決
に
向
け
た
視
点
と
留
意
点
：

①
「
改
革
」
は
日
本
の
企
業
社
会
に
あ
っ

て
、〝
普
通
の
人
が
普
通
に
働
い
て
普
通

に
生
活
で
き
る
働
き
方
の
実
現
〞
で
あ

り
、「
課
題
」
は
企
業
業
績
と
両
立
す
る

雇
用
ル
ー
ル
の
形
成
で
あ
る
。
②
そ
の
ル

ー
ル
形
成
の
具
体
化
に
あ
た
っ
て
留
意
す

べ
き
は
、（
ア
）生
活
の
重
視
：
仕
事
と
賃

金
の
ル
ー
ル
の
再
編
は
、
労
働
の
違
い
の

み
な
ら
ず
生
活
へ
の
犠
牲
の
程
度
を
反
映

し
た
ル
ー
ル
形
成
、（
イ
）多
様
性
と
企
業

競
争
力
と
の
調
和
、（
ウ
）労
使
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
、（
エ
）労
・
労
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
の
四
点
で

あ
る
。

　

労
使
関
係
の
課
題
：
①
課
題
の
要
約
。

﹇
労
働
支
出

⇔

賃
金
﹈
の
取
引
が
「
取
引
な

き
取
引
」
で
あ
っ
た
も
の
を
、
日
本
企
業

の
競
争
力
の
骨
格
で
あ
る
労
働
支
出
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
機
構
（
＝
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
を
毀
損

せ
ず
に
、「
取
引
」
を
し
て
「
合
意
」
に

至
る
と
い
う
手
続
を
制
度
的
に
組
み
込
ん

だ
労
使
関
係
の
構
築
が
で
き
る
か
ど
う
か
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で
あ
る
。

　

②
制
度
の
素
朴
な
た
た
き
台
。第
一
に
、

労
働
支
出
の
識
別
を
、（
ア
）〝
同
一
労
働
〞

を
識
別
す
る
次
元
と
、（
イ
）〝
生
活
を
犠

牲
に
す
る
程
度
〞
を
識
別
す
る
次
元
の
二

つ
に
区
分
す
る
。
第
二
に
、
生
活
を
犠
牲

に
す
る
程
度
の
識
別
に
取
り
上
げ
る
べ
き

項
目
は
、
労
働
時
間
と
勤
務
地
（
転
勤
の

自
由
度
）
で
あ
る
。
労
働
時
間
は
所
定
労

働
時
間
で
勤
務
す
る
選
択
肢
と
所
定
労

働
時
間
以
下
の
短
時
間
で
勤
務
す
る
選

択
肢
を
設
け
る
。
ま
た
、
勤
務
地
は
、
自

宅
か
ら
の
通
勤
圏
に
限
る
選
択
肢
を
設
け

る
。
こ
う
し
た
選
択
肢
な
し
に
は
、
非
正

規
従
業
員
の
正
規
化
の
受
け
皿
は
用
意
で

き
な
い
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
図
表
８
の
よ
う
に

な
ろ
う
か
。

　

賃
金
は
次
の
よ
う
に
整
序
さ
れ
る
。

（
ア
）
正
規
社
員
の
基
本
給
は
P
D
C
A

の
P
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
役
割
給
に
な

る
。
非
正
規
社
員
の
賃
金
は
市
場
賃
金

の
ま
ま
で
あ
る
。（
P4
は
、
呼
称
は
非
正

規
で
あ
り
な
が
ら
実
態
は
P
D
C
A
に

基
づ
く
仕
事
を
し
て
い
る
人
々
の
〝
正
規

化
の
受
け
皿
〞に
な
る
。）（
イ
）
労
働
時

間
の
制
約
の
4
区
分
に
応
じ
て
、
W
H
1

（E
xem

pt

）は
、見
な
し
の
残
業
手
当
、

も
し
く
は
役
職
手
当
、
W
H
2（O

ver
tim
e

）
は
従
来
ど
お
り
の
残
業
手
当
、

W
H
4
（
短
時
間
）
は
所
定
労
働
時
間
に

対
す
る
短
時
間
の
比
率
に
比
例
し
て
減
額

さ
れ
た
基
本
給
が
支
払
わ
れ
、
賞
与
も
同

様
の
措
置
が
と
ら
れ
る
。（
ウ
）
勤
務
地

の
制
約（M

alleability

の
制
約
）
の
4
区

分
に
応
じ
て
、M1（
世
界
・
国
内
）と
M2
（
国

内
）に
は
、
移
動
先
の
勤
務
地
に
応
じ
て

勤
務
地
手
当
が
支
給
さ
れ
る
。
図
示
し

た
よ
う
に
、
M3
（
地
域
）
は
上
位
の
社
員

等
級
に
は
選
択
肢
が
閉
ざ
さ
れ
、M4（
自
宅
）

は
、
中
位
・
下
位
の
社
員
等
級
に
限
定
さ

れ
る
。

　

③
必
要
な
前
提
。（
ア
）
期
首
の
目
標

面
接
シ
ー
ト
に
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
目
標
の
み

な
ら
ず
、
本
人
が
労
働
時
間
と
勤
務
地

を
記
入
す
る
欄
を
設
け
自
主
申
告
す
る
。

（
イ
）
労
働
時
間
の
部
門
で
の
集
計
が
所

要
の
労
働
時
間
総
量
に
満
た
な
い
場
合

は
、対
応
策
を
労
使
協
議
会
で
の
協
議
に

委
ね
る
。
対
応
策
に
は
、
各
自
の
労
働
時

間
選
択
の
調
整
の
た
め
の
再
度
の
話
し

合
い
、
追
加
的
採
用（
正
規
と
非
正
規
）

等
が
含
ま
れ
る
。
労
働
時
間
と
勤
務
地
の

限
定
は
企
業
の
事
業
計
画
に
影
響
を
与

え
る
。
そ
の
影
響
を
織
り
込
ん
だ
事
業
計

画
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
ウ
）
こ
の

制
約
下
で
企
業
業
績
を
い
か
に
確
保
す
る

の
か
と
い
う
根
本
的
課
題
は
、
P
D
C
A

と
い
う
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
構
に
正
対
し
た

労
使
協
議
制
度
の
内
実
の
強
化
と
運
用

の
活
性
化
が
必
要
と
な
る
。（
エ
）
こ
の

方
向
へ
の
漸
進
的
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

労
使
が
決
断
で
き
る
か
ど
う
か
。
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図表８　制度の素朴なたたき台

雇用区分 正規 非正規 処遇反映

第一次元
＝同一労働

役割等級
（PDCAのPの重要性） PDCA

なし

⇒正規には社員等級に応じ
た基本給と賞与。
非正規には時間給のみ。社員等級 P1 P2 P3 P4

第二次元
＝多様性
＝生活の犠牲

労働時間 WH1（Exempt） ⇒みなし手当／役職手当
WH2（Overtime） ⇒残業手当
WH3（所定労働時間）
WH4（短時間） ⇒時間比例の基本給

勤務地 M1（世界・国内） ⇒勤務地手当
M2（国内） ⇒勤務地手当
M3（地域）

M4（自宅）


